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別紙２ 

「消費税関係申告書等の様式の制定について」（法令解釈通達）新旧対照表 

 

（注）アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。 

改      正      後 改      正      前 

６ 申告関係 

 ⑴ 消費税及び地方消費税の中間申告書 

イ 法第42条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間

申告》及び地方税法（以下「地法」という。）附則第９条の５《譲

渡割の申告の特例》に規定する申告書は、第26号様式の「消費税及

び地方消費税の中間申告書」により提出する。 

ロ～ハ （省略） 

⑵ 消費税及び地方消費税の（確定、中間（仮決算）、還付、修正）申

告書 

法第43条《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》、第45条

《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》又は法

第46条《還付を受けるための申告》並びに地法附則第９条の５《譲渡

割の申告の特例》に規定する申告書は、次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次の様式により提出する。 

なお、法第５条第１項《納税義務者》に規定する特定課税仕入れ又

は法第38条の２第１項《特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた

場合の消費税額の控除》に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還

等がある場合には、第27－⑶号様式の「消費税及び地方消費税の（確

定、中間（仮決算）、還付、修正）申告書別表［特定課税仕入れがあ

る場合の課税標準額等の内訳書］」を併せて提出する。 

イ 簡易課税制度の適用を受けない場合（第24号様式の「消費税簡易

課税制度選択届出書」を提出している事業者が基準期間における課

税売上高が5,000万円を超えたことにより簡易課税制度の適用を受

けない場合を含む。） 

６ 申告関係 

 ⑴ 消費税及び地方消費税の中間申告書 

イ 法第42条《課税資産の譲渡等についての中間申告》及び地方税法

（以下「地法」という。）附則第９条の５《譲渡割の申告の特例》

に規定する申告書は、第26号様式の「消費税及び地方消費税の中間

申告書」により提出する。 

ロ～ハ （同左） 

⑵ 消費税及び地方消費税の（確定、中間（仮決算）、還付、修正）申

告書 

法第43条《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》、第45条

《課税資産の譲渡等についての確定申告》又は法第46条《還付を受け

るための申告》並びに地法附則第９条の５《譲渡割の申告の特例》に

規定する申告書は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の様式により

提出する。 

 

 

 

 

 

 

イ 簡易課税制度の適用を受けない場合（第24号様式の「消費税簡易

課税制度選択届出書」を提出している事業者が基準期間における課

税売上高が5,000万円を超えたことにより簡易課税制度の適用を受

けない場合を含む。） 
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改      正      後 改      正      前 

第27－⑴号様式の「消費税及び地方消費税の（確定、中間（仮決

算）、還付、修正）申告書（一般用）」 

ロ 簡易課税制度の適用を受ける場合 

第27－⑵号様式の「消費税及び地方消費税の（確定、中間（仮決

算）、還付、修正）申告書（簡易課税用）」 

⑶～⑷ （省略） 

⑸ 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書 

令第63条第１項《死亡の場合の確定申告の特例》及び地方税法施行規則

第７条の２の５第１項《死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例》の規定

により相続人が申告書に法第45条第１項各号《課税資産の譲渡等及び特定

課税仕入れについての確定申告書の記載事項》に掲げる事項のほかに併せ

て記載すべきこととされている事項（規則第23条第２項《死亡の場合の確

定申告書の記載事項》の規定により準用する場合を含む。）及び地法第72

条の87第１項各号又は第２項各号《譲渡割の中間申告納付》に掲げる事項

のほかに併せて記載すべきこととされている事項は、第28－⑶号様式の「付

表６ 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書」に記載

して提出する。 

⑹ 消費税及び地方消費税の更正の請求書 

国税通則法第 23条《更正の請求》又は法第 56条《前課税期間の消費税

額等の更正等に伴う更正の請求の特例》並びに地方税法附則第９条の４《譲

渡割の賦課徴収の特例等》の規定による更正の請求は、それぞれ次の事業

者の区分に応じ、それぞれ次の様式に記載して提出する。 

イ 個人事業者 

第 28－⑽号様式「消費税及び地方消費税の更正の請求書」 

ロ 法人 

第 28－⑾号様式「消費税及び地方消費税の更正の請求書」 

（注） 適用される税率の異なる資産の譲渡等がある場合には、第 28－⑷   

号様式「付表１ 旧・新税率別、消費税額計算表（一般用）（兼地

第27－⑴号様式の「消費税及び地方消費税の（確定、中間（仮決

算）、還付、修正）申告書（一般用）」 

ロ 簡易課税制度の適用を受ける場合 

第27－⑵号様式の「消費税及び地方消費税の（確定、中間（仮決

算）、還付、修正）申告書（簡易課税用）」 

⑶～⑷ （同左） 

⑸ 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書 

令第63条第１項《死亡の場合の確定申告の特例》及び地方税法施行規則

第７条の２の５第１項《死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例》の規定

により相続人が申告書に法第45条第１項各号《課税資産の譲渡等について

の確定申告書の記載事項》に掲げる事項のほかに併せて記載すべきことと

されている事項（規則第23条第２項《死亡の場合の確定申告書の記載事項》

の規定により準用する場合を含む。）及び地法第72条の87第１項各号又は第

２項各号《譲渡割の中間申告納付》に掲げる事項のほかに併せて記載すべ

きこととされている事項は、第28－⑶号様式の「付表６ 死亡した事業者

の消費税及び地方消費税の確定申告明細書」に記載して提出する。 

 

⑹ 消費税及び地方消費税の更正の請求書 

国税通則法第 23条《更正の請求》又は法第 56条《前課税期間の消費税

額等の更正等に伴う更正の請求の特例》並びに地方税法附則第９条の４《譲

渡割の賦課徴収の特例等》の規定による更正の請求は、それぞれ次の事業

者の区分に応じ、それぞれ次の様式に記載して提出する。 

イ 個人事業者 

第 28－⑽号様式「消費税及び地方消費税の更正の請求書」 

ロ 法人 

第 28－⑾号様式「消費税及び地方消費税の更正の請求書」 

なお、適用される税率の異なる資産の譲渡等がある場合には、第 28－⑷

号様式「付表１ 旧・新税率別、消費税額計算表（一般用）（兼地方消費
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改      正      後 改      正      前 

方消費税の課税標準となる消費税額計算表）［経過措置対象課税資

産の譲渡等を含む課税期間用］」、第 28－⑸号様式「付表２－⑵課

税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表（一般用）［経過措置対

象課税資産の譲渡等を含む課税期間用］」、第 28－⑹号様式「付表

４ 旧・新税率別、消費税額計算表（簡易用）（兼地方消費税の課

税標準となる消費税額計算表）［経過措置対象課税資産の譲渡等を

含む課税期間用］及び第 28－⑺号様式「付表５－⑵控除対象仕入税

額の計算表（簡易用）［経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税

期間用］」のうち、該当する様式を併せて提出する。 

また、法第５条第１項《納税義務者》に規定する特定課税仕入

れ又は法第 38 条の２第１項《特定課税仕入れに係る対価の返還

等を受けた場合の消費税額の控除》に規定する特定課税仕入れに

係る対価の返還等がある場合には、第 27－⑶号様式の「消費税及

び地方消費税の（確定、中間（仮決算）、還付、修正）申告書別

表［特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書］」を併

せて提出する。 

 

９ 登録国外事業者関係 

⑴ 登録国外事業者の登録申請書 

  所得税法等の一部を改正する法律（平成 27年法律第９号）（以下「平成

27年改正法」という。）附則第 39条第２項《国外事業者の登録等》に規定

する国外事業者の登録についての申請書は、第 36号様式「登録国外事業者

の登録申請書」により提出する。 

⑵ 登録国外事業者の登録事項変更届出書 

  平成 27年改正法附則第 39条８項《登録国外事業者の登載事項の変更》

に規定する国外事業者登録簿に登載された事項に変更があった場合の届出

書は、第 37号様式の「登録国外事業者の登録事項変更届出書」により提出

する。 

税の課税標準となる消費税額計算表）［経過措置対象課税資産の譲渡等を

含む課税期間用］」、第 28－⑸号様式「付表２－⑵課税売上割合・控除対

象仕入税額等の計算表（一般用）［経過措置対象課税資産の譲渡等を含む

課税期間用］」、第 28－⑹号様式「付表４ 旧・新税率別、消費税額計算

表（簡易用）（兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表）［経過措

置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用］及び第 28－⑺号様式「付表５

－⑵控除対象仕入税額の計算表（簡易用）［経過措置対象課税資産の譲渡

等を含む課税期間用］」のうち、該当する様式を併せて提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 
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改      正      後 改      正      前 

⑶ 登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書 

  平成 27年改正法附則第 39条第 11項《登録国外事業者の登録の取消し》

に規定する登録国外事業者が登録の取消しを求める場合の届出書は、第 38

号様式「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」により提出

する。 

⑷ 登録国外事業者の死亡届出書 

  平成 27年改正法附則第 40条第１項《登録国外事業者が死亡した場合の

届出》に規定する登録国外事業者が死亡した場合の届出書は、第 39号様式

「登録国外事業者の死亡届出書」により提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 35 - 

改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 

  



 

- 40 - 

改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 

  




